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はじめに

去る8月15日付けで、総務省消防庁に新しく

「国民保護 ・防災部Jが 設置された。従来から

の 「防災課Jお よび課内各室に国民保護関係2

室を加えた障容を中心とするもので、大規模又

は特殊な災害や大規模テロなどに備えて、地方

自治体の体制整備を推進するとともに、万一そ

のような事態が発生した場合には、消防庁長官

が緊急消防援助隊を動員して対応にあたる際の

中心となる組織である。

本稿では、当部の創設の背景、役割、現在の

課題と今後の取組みなどについて整理すること

としたい。

1 国民保護 白防災部創設の背景

1 大規模災害の多発と非常時における国の役

割の増大

(1)大規模災害多発の時代

21世紀に入って以来、日本では、震度6クラ

ス以上の地震、噴火、風水害などの自然災害が

次々に起こり、また、産業災害も多発して、国

民生活を脅かすようになっている。

これらの災害の多発は、それぞれ、「日本列

島の地殻構造が活発化する時期 (大地動乱の時

代)に 入った」という地学的理由、「地球温暖

化に伴う異常気象の多発」という気象学的理由、

図 1 大規模災書等発生時における消防庁の取組み
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「バブル崩壊以後の日本■l安全システムのす,体

化Jと いう経済 ・社会学的興|」などに起閃する

もので、この傾向は今後ますますぬくなると考

えられている.

特に、大規模地震については、切迫する 「束

海地震J、近い将来ほぼ確実に発■するとされ

る 「東南れ地震J、「南海地震J、「+f城県沖地震J

などの海溝えJ巨人地震に加え、被告規模のメよで

はそれらをはるかに超える「首都圏向 ドの地震J

などの投普想定が、中央防災会議で次々にオー

ソライズされている。これらの大規模地震の被

告は、人命や建物などの1成接的社キもさること

ながら、間接的な被十は日本企体におよび、日

本経済そのものを崩壊させかねないと危IRされ

ている.

(2)大 規模災書時における国の役割の増大

災常が発仕した時には、市町村が責任を持っ

て対応するのが原則である. 市町村の子に負

えない場 合には近lHf市町村がllljけ合って対応

し、必要があれば知事の精ホにより,ほ道府県内

で協力 して対応する―ヤ「道府|や内では対応N難

な火災年になって初めて、被災都道府県角14'か

図2 消防組織法改正による緊急消防援助隊の法制化

らの要請により、消防庁長官が他の剤;道府県に

応援等必要な消置をとることを求めることにな

る.消 防組織法に限らず、災害対策基本法でも、

未本的な考え方は同様である。

阪神 淡路大震災 (平成 7年 1月)は 、この

ような牧歌的な仕組みだけでは不 十分であるこ

とを明らかにした。被災地の状況がリアルタイ

ムでlt界中に発信される現代社会にあっては、

あのような国家的非常事態の場合には、同が中

′じヽになり、卜|1内(場合によっては世界中)の あ

らゆる応援資源を、即座に最大限有効に使って

対応することが求められており、情報通信シス

テムと性 ・海 空の移動手段の発達がそれを市「

能とする時代になっていたのである.

このため、llk神・淡路大震災以降、同の 「危

機令理体制Jの 整備が急速にJtrめられた!

非常時には各省庁の局長クラスから成る 「緊

急参案チームJが lf耶に参集して1玉|としての意

思決定を迅速に行う仕組みができ (平成 7年 2

サ1)、「内閣情報焦約センターJが 24時間体制で

内せ世につき (平成 8年 5サ1)、内閣官房に 「内

閣危機管理監Jが 置かれ (平成10年4)1)、 キ
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相官邸から徒歩20分国内に危機管理宿合が整備

されて危機管理対応要員を住まわせるようにな

り (平成12年12月)、新しい首相官邸の地 下に

は最新の情報機器を備えた 「官邸危機告PHセン

ターJ力S設けられる (平成14年4月 )な ど、大

災害、大規模テロなど国家的緊急事態に対応す

るための体制整備が進められてきたのである.

(3)緊 急消防援助隊の法制化

ltk神 淡路大震災の後、消防関係では、まず

「緊急消防援助隊Jの 制度が創設された ( F`成

7年 6月 )。この制度は、全国の消防機関がそ

れぞれ一部の部隊を 「緊急消llJ援助隊Jと して

登録しておき、大規模災官が発生した場合には、

消防庁長官の求めに応じて被災地に出動し、被

災地市町村長の指揮 ドで応援活動にあたる仕FH

みである.法 的には従来の 「応援特冊要求 は肖

防組織法第24条の 3)Jの 枠組のなかで、その

運用システムを整備したものであるが、それま

では例外的な措置であった合田的な広域応拡に

対して、出動準備態勢、連絡体制、連携のイ1和t

み、被災地消防本部の指持を補佐する体制など

を共体的に定め、合卜1』練まで行って、実際に

運用することをli提としたシステムにまで練 り

11げたところが画期的だったc

また、消防組織法も 1度にわたり改lLされた.
｀
F成 7年 10月の改正では、消防庁長官は、被災

地都道府県の知事からの要請がなくても、状況

によっては、他の知事に対し、消防応授部隊の

出動等を求められるようになり (FJ法第24条の

3第 2項 )、 r`成15年6)1の改1にでは、「緊急お1

防援助隊」を法的にり1確に1立置付けるとともに

(同法第24条の4)、ヤL道府,tをまたがる大規模

災キやテロ、NBC災 キなどの特殊な災告には、

消防庁長官が出動の 「指示Jも できる (同法第

24条の 3第 5取 )よ うになり、国家的緊急事ほ

の場合には回が前加Fに出て対応する体制が整備

された。

2 国民保護法の施行

11)国 際情勢の変化と事態対処法の成立

冷戦終IH後10年以上が経ち、近い将来我が卜|

が本格的に他 可から住略される可能性は低 下し

てきたといわれるようになったが、 方で、人
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量破壊兵器の拡散や国際テロなど、新たな脅成

への対応が国際社会の差し迫った課題となって

いる.こ のようななか、平成13年の米国同時多

発テロや日本近海における武髪不審船事件など

が発生し、卜1民に不安を与えるとともに、新た

な脅成に備えることの重要性を再認識させるこ

ととなった。

このため、武力攻撃事態など国家有事の際の

対応に係る有事法制を整備する必要性が改めて

認識されることになり、平成14年3月 に、「武

力攻撃事態年における我が同の平和と独立並び

に回および国民の安全の確保に関する法律J

(いわゆる 「事態対処法J)な ど有事関連=法 案

がlll会に提出され、長時間の審議を経て、平成

15年6月 に成立した,

事態対処法は、武力攻撃事態等の定義、対処

の際の基本理念、回合体としての対処の枠組年

の基本事項を定め、有事法制合体の中核をなす

ものであるが、そのなかで、そのような事態に

おけるlln民の保護のための法制を整備すること

が規定されている。

12)国 民保護法の施行と地方公共団体の役割

,'態対処法の成立を受け、政府は、有,関 進

t法案の審議の際に付付決議により期限とされ

た 1年以内の整備に向けて国民保護法案の作成

を急ぎ、地方公共団体の意見の反映、衆議院に

おける1多〕になどを経て、｀
r成16年6月 に川会で

可決成立し、Ⅲl年 9月 に施行された。

ll民保護法は、我が国が外Hか ら攻撃され

(武力攻撃事態)、文はその恐れが高まった (武

力攻撃 予測事態)場 合や、大規模なテロ攻撃に

さらされた (緊急対処事態)場 合に、国民に迅

速的確にその旨を報せ、安全なところに避難さ

せること年により、 般同民が攻撃されたり戦

「1の巻き添えになったりしないようにするため

のイL組みを定めた法律である。

地方公共同体は、いざという時に迅速に国民

の保護のための料置を実施できるように、あら

かじめ、 tl民の保護に関する|卜画 (1可民保護計

口1)を 作成することとされているcこ の場合、

川の未本方針に基づき都道府県、市町村の川Rに

を合性をとって作成することになっている.

万 、武力攻撃事態竿が発iし た場合には、



市町村長が、市町村の職員並びに消防長および

消防同長を指揮 して、避難住民の誘導を行う。

その際に必要があれば、警禁署長、海 L保安部

長、自衛隊の 定の部隊等に避難誘導牛を要請

できることになっている。

これらの行為白体は大規模災告発■時と同様

だが、その考え方や手続き年は大きく造う.災

キの場合は、被災市町村長が社害の状況を最も

良く知っており、その後の見通しなどについて

も、住民の状況や地理的 地形的状況を熟知し

ている市町村長が最も1に確に把握できることが

多いと考えられるが、武力攻撃子態等の場合は、

我が同用辺の状況、以前からの経結、関係機関

からの情報年を結合的に把据できる立場にある

「国Jが 、その時点において最羊の半J断ができ、

その後の展開についても最も古:確に予測できる

と考えられるからである。

このため、武力攻撃事態等が発生した場合に

は、政府は 「武力攻撃事態等への対処に関する

基本的な方針J(対 処基本方針)を 定め、回の

対策本部長 (内閣総理大臣)は 、消防庁から都

道府県を通じて市町村に対しその基本方針を伝

達するとともに、必要に応じ、H民 保護対策本

部の設置の指定、警報、避難措置の指示などを

伝達していく仕組みとなっている.

市町村長は、をい道lrl県から避難措置の指示が

あった時は、ただちに避難実施要領を定めた卜|

民保ittf,いFに基づき、 可民保護の実務をコ!うこ

とが 予定されているのである.

13)消 防機関の役割

国民保護法第97条第7項 では、武力攻撃災字

に対する消防の任務を 「消防は、その施設およ

び人「1を活用して、国民の生命、身体および財

産を武力攻撃による火災から保護するととも

に、武力攻撃災害を防除し、および韓減しなけ

ればならない。」と規定している。この規定は、

消防組織法第 1条 の考え方と相似したもので、

消防が、「1外災害、武力攻撃災害寺原凶のいか

んにかかわらず、この種の任務にあたることを

示したものである.

方で、国民保護法では、武力攻撃事態等の

特殊性にかんがみ、「ヨ民保護措置に関わる場合、

消防職団員も含めて安全確保配慮義務を定めて

おり、これにより、戦闘行為が行われる地域等

で火災や故助条件が発生した場合には、消防職

回員は自らの安全確保にも万合の配慮をして対

応しなければならないこととされている.

また、避難住民の誘導については、前述のよ

うに、市町村長が市町村の職員立びに消防長お

よび消防問長を指揮 して行うこととなっている

が、特に平素から地域で活動している消防電貝

や消防出員が大きな役割を担うことが期待され

ている.な お、消防史員については、武力攻撃

事態等に1半う火災発生など、史なる任務に対す

る対応が必要になる場合もある。

さらに、武力攻撃事態年の緊急性にかんがみ、

一定の要件のもとに、次のような消防庁長官の

指示権が規定されている。

0人命の敗助のために特に緊急を要し、都道府

県知1事の持示を待ついとまがないと忍めると

きの市町村長に対する指示権

2武 力攻撃災キを防御するための措置が的確か

つ迅速にrttじられるようにするため特に必要

があると認めるときの都道府県知事に対する

指示権

0都 道府県力1事又は市町村長に対する応援の指

示権

“)国 民保護法の施行に伴う消防庁の役割

以 上のような国民保護法の仕組みと地方向治

体および消FIJ機関の役害!を貯まえ、消防庁では、

卜1民保護に関する総合的な企口F 立末、運用方

策の検討を行っている.具 体的には、地方公共

同体におけるH民 保護計画の作成を支援するた

め、 Itl民保護モデル計画を作成するほか、事態

年の発生後に市町村が作成する「避難実施要領J

のパターンの作成を文援するためのマニュアル

を作成することとしている.ま た、警報の伝達

システムや安否情報のJ又集 適用のためのシス

テムのあり方についても検討しているところで

ある。

さらに、国民保護法における消防の役割がこ

要かつ広範囲にわたることから、消防庁をあげ

て国民保護に取り和とんでいくため、｀
r成16年7

月、消防庁長“を本部長とし、消防庁内の今課

キ長等により構成される 「Fi防庁国民保護‖進

本部Jを 設置し、地方公共団体の取紅みを支援
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していくこととしている。

また、「地方公共団体の国民保護に関する懇

談会」(座長 :石原信雄元内閣官房副長官)を

開催し、武力攻撃事態の想定、状況に応じた避

難の方法等について、幅広い視点からご意見を

いただき、具体の計画等に反映させている。

3 緊急時における消防庁のオペレーシヨン機

能の強化

以上のように、大規模災害や武力攻撃事態な

どの国家的緊急事態が発生した場合には、消防

庁長官が、必要に応じ、地方公共団体や消防機

関に対し直接指示を出すことができる法律上の

仕組みが整備された。指示を出すには至らない

場合でも、緊急消防援助隊が法制化されたこと

から、緊急時にはその派遣を求める必要性があ

るかどうかをまず第一に検討することが必要に

なり、また、派遣を求めた場合には、その活動

について様々なオペレーションを実施すること

が必要になってきた。

具体的には、派遣部隊の種類と規模の決定、

派遣依頼先と派遣先の決定、指揮支援部隊の決

図3 被災地と消防応援市町村 ・都道府県および国 (消防庁)の 効果的

な連携体制の確立

消防防災 危機管理センター

F″,Drsasttr前ど印sk m"agtte,r ce″rer

麗積 = 5θθ″  運 用 i ″ 句 ム″多
～

ヽ

ヽ

第災から案急消防援助隊要請、 出動経路、紙災地現着まで、迅速な出動体制を破立。

ヽ

図 4 全国から緊急消防援助隊が被災地に参集
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定と被災地への派遣、松災地へのアクセスルー

トについての情報提供、資苦部隊の準備要請と

派遣依頼、撤収時期や手順の決定、都道府県や

何町村に設置される災字対策本部との調整、校

災地や県庁への消防庁職員の派遣…など、多岐

にわたる。特に、束海地震や首都圏1ユ下の地震

などの大規模災十の場合には、応援要請が現有

応援資源を大幅に L旧|ることが予想されるた

め、派遣先の優先順位の決定など、きわめて内

難な判断を行うことが予想される.

このため、平成15年に、消防庁内に危機有理

センターを設置するとともに、平成16年には、

職員企員に危機符理センターにおける役害Jを定

めた班編制を行い、緊急時には全庁的により効

来的に対応する体制を整えた.危 機管理センタ

ーでは、広さ500mJの生問に、 5山Fの100イン

チマルチスクリーンを中心とした最新の情報収

集、整理、共有、発信システムを整備し、消防

庁良官が迅速に事態を把掟 して意思決定を行

い、被災地消防本部や緊急消FIJ援助隊など必要

な方面に伝達することができるような体制を整

えている.

平成16年には、このような体制を稚え、田 L

訓練を何度か実施して準備 していたところに、

新潟 ・福島豪雨 (7月 )、布オ京雨 (7)1)、十】

風23子 (10月)な どの豪市災字が相次いで発生

し、それぞれ所定の消防本部に緊急消防援助隊

の出動を要請した。また、台風23ケに係る緊急

消防援助隊の活動が 段落した1“後に新潟県中

越地震が発化し (10月)、またまた各地の緊急

消防援助隊に派遣を求めて、結局10日間におよ

ぶ長期の活動を行っていただいた,こ れらのオ

ペレーションの経験は、ただちに、各種マニュ

アルの整備、兄1まし、危機管理センターの設備、

配置、班編制や、現地派遣職只の装備等の改章

につなげて、消防庁の危機管理機能の充実に努

めているところである。

2 国民保護 ・防災部の組路と役割

(1)国 民保護 ・防災部の設置

以上のように、大規模災キの多発と非常時に

おける国の役者」の増大、緊急消防援助隊の法制

化と消防庁におけるオペレーション機能の強

化、国民保護法の施行とそれに伴う地方白治体

の体制整備の推進など、従来から消防庁で行っ

てきた業務に、質的にやや異なる膨大な量の新

たな業務が加わることとなったため、これらに

統一的に責任をもって対応し消防庁としての意

思決定を迅速的確に行う必要から、これらの業

務を行う部門を統合して、lll民保護 防災部を

設置することとなったところである。

この結果、国民保護 防災部は、大規模地震

対策、消防防災の情報通信システム、消防応

援 支援、緊急消防援助隊、田際緊急援助隊と

1可際協力、原 子力災常、救助、テロ対策、国民

保護の企い1 運用等に係る各業務を統対するこ

とになり、これによりすH当業務の専門性の確、1、

責任体制の明確化がlklられるとともに、所掌事

務の重要条件について、より的砕な判断と迅速

な決断を行うことが口f能となった,

(2)国 民保護 ・防災部の組織と役割

ltl民保護 防災部には、防災課および同課の

課内=(特 殊災害室を除く)を 設置するほか、

従来総務課の課内生であった国民保護室および

国民保護運用室を設置した.

防災課については、消防同業務と白i防 災組

織牛のrtl係業務を 一体的に担うことにより地域

防災力の強化を図るため、従来消防謀において

所■していた消防団業務が移行された.な お、

特殊災字室は当キFに属さず予防課の課内々とな

ったが、NBC災 害を統 的に担う必要から、

原子力災害業務については防災課が所学するこ

ととした。

また、変化の早い消防防災の行政課題に乗致

に対処し、災害時における応急対応に関して効

果的な対策をとることができるよう、新たに応

急対策担当の参事官を設置し、従来枚急敗助課

が所学していた救助、FTl際緊急援助隊、国際協

力に関する企画立案 運用に関することを担当

するほか、特命事項として、災常時における消

防の応援、緊急消防援助隊、消防防災の情報シ

ステム等に関して、緊急対応等の調整に関する

こと、平時からの緊急対応に関する企画立案

運用に関すること等について処理にあたること

とした。

従来の震災等応急生については、すべての災
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常 事故等の緊急事態発化時における情報集約

等の初動対応を担当することになったことか

ら、その名称を 「応急対策室Jに 変更するとと

もに、従来故急救助課が所学していた航従業務

についても、新たに応急対策=に おいて所!すす

ることとした,

さらに、災宮発生時に肛めて重要な役害1を来

たす財政支援措置と情報通信システムの確保を

|」沿に行うため、自治財政局財政課長と総合迪

信本盤局米昨通信課長を、卜1民保i雀 防災部の

参事官として併任発令している (図5),

図5 平成17年度消防庁機構 (3月15日以降)

【改正前】                【改正後〕

3 今後の取組み

国民保護 防災部で取 り組むべ きことは多岐

にわたり、ここですべてに言及することはでき

ないが、 5月 に行われた経済財政誌問会議にお

いて麻■総務大臣が発表 した 「麻生 安心 安

令ビジョンJに 掲げられた事項を中心に、重点

事項をいくつか挙げておきたい。

(1)地 方公共団体の防災体制総点検と地域防災

計画の見直し

大規模災■争に備えて消防庁の体制整備は進

んできたが、発災した場合に第一線で対応する

― 〔救白専門官〕

〔救急推進係〕

1防央霞より/コ ンピチー ト候安 客査ltF 企画係|

〔国際協力官〕

〔国際協力係〕

参事官 (自治財政肩財政課長併任)

参事官 (統合通信基盤局基幹通信課長併任)
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地方公共同体の体制については、必ずしも1分

とはいえないところも見受けられる.昨 年から

今年にかけて起こった風水字や地震などの際に

は、庁台の耐震化、初動体竹けの立ち卜がり、情

報収集体制、通信 連絡体制、避雑勧告や精ホ

を出す体制など、様々な山iで、改善すべき点が

明らかになった官

災■対応は、「総論Jだ けでは十分に実施で

きない!各 社の災干の際に、実際にどんなこと

が起き、 どう対応しなければならないか、 とVヽ

うことをあらかじめ様々な角度から十分検f寸し

た 「年論Jが 1必要である,そ の祝点から、地方

公共同体は、白らの防災体制や地域防災「IⅢlを

総点枚し、改善すべき■がみつかれば、11急に

改キする必要がある。特に、東海 東南れ 南

海地震やどf城いt沖地震で大きな社キを受けるお

それのある地域、ドI卜4!地在のtt■が想lrAを絶

するものとなる古者に出などでは、総点1究はな務

である.

しかしながら、実際に 市町村が災■対策本

部を設置して対応する機公は、市瓜の十薬地‖'

などを除けばそう頻繁にあるわけではなく、

「実戦に即 した防災体制J、「災作時に役 立つ具

体的な地域防災計い「Jな どと:iっても、どう作

るのか造方に幕れるところも少なくないだろ

うビ 方、消防庁や消FIJ研究十万、収Ⅲお町防↑1学総

合センターなどには、昨今の災十の多発と円に

おける災宇対応寅務の増大などから、地方公共

同体における災害対応についての角1兄が母常に

蓄積されるようになっている.

このため、災午時に本当に役に立つ実践的地

域防災計画や各種マニュアルの作成方法、「総

点検Jの 手段としても有効な田 11引練の実施方

法、田 L』練のl・呆を"災 体竹」の改キにつなげ

る方法挙について、lHに落積された角1)とを地方

公共IJ体にはえていく仕組みのltl染が■急に必

要であると考えている

12)緊 急消防援助隊の充実 ・強化

緊急消防援助隊が,と速かつ効果的にi岳jl」する

ためには、各キLttlll,tと,t代表消防機 711におい

て速やかに応援部隊を綿成し、参集 朱ネⅢして

松災地に111動する必要がある また、緊急消防

援助隊を受け入れる被災地の側においても、都

道府県と校災市町村、消防機関が連携して緊急

消防援助隊の活動地域や活動内容を調整 決定

することが重要である。

そのためには、平時から、各種防災JI練等の

機公も活かしながら、緊急消防援助隊調整本部

遅常訓練や大規模な参集 集結』1練など、緊急

消防援助隊の活動に即した、より実践的な訓練

特を行う必要がある。

また、東海地震や東南海 高海地震、高称圏

直 卜の地震年に備えるため、発災時における緊

急消防援助隊の活動方針をさらに具体化してい

く必要がある.そ のため、東海地震および南関

東地域正 トオ4地震に係るアクシヨンプランを政

めて見向すとともに、束南海 尚海地震年を想

定 したアクションプランの策定を行うなど、

様々な事案を想定した運用体制の構築を図って

いく必要がある.

さらに、緊急消防援助隊の活動頻度や規模が

1障大していることから、今後、Hlい1的に登録部

隊の増強、叫:両、航空機、資機材等の増強 整

備をtl進していく必要がある.

率急消J IJ援助隊については、これまで、｀
r成

20年度までに3,000隊規模を目標として整備す

ることとしてお り、卜r成 17年4ナ!現在、企卜l

779消防本部から2963隊が登録されているが、

日標規模を4000隊にり|き上げることとして、

さらなる増強を図っていく予定である.

また、NBC災 キ対応能力の向 Lな ども考慮

して、新潟県中越地震で大,舌躍した東京消防庁

のハイパーレスキュー隊に準じた装備、能力を

持つ 「オi別高度故助隊Jを 全国の政令指定材「市

に整備するとともに、中lVK市以 Lの都市につい

ては、それより多少軒易だが機動性の高い装備

を持つ 「高度救助隊Jを 整備していく方針を、L

て、資機材の開発、補助制度の子・1、消71J大学

校における教育訓練コースの有U設等を行ってい

くこととしてV るヽ。

131 情報通信システムの整備

ホⅢ jl敗急1【線については、制Ⅲチャンネルの

増加をはじめ、データlliiの活ナ‖やlL品性のnTl

l力t特、現在のお町防故急無線におけるftt llに対応

するため、また、無線需要増加1に伴う周波放資

源の有効活'‖のため、平成28年 5月 までにデ

消防防災12005 杖季号(14号)19



ジタル化することが決まっている。

整備にあたつては、周波数帯 (150MHz常一

260MHz帯 )の 移行もあり、無線通信設備を全

面的に再整備する必要があるため多額の費用が

必要とされている。

これらの設備は、従来、各消防本部が半独で

整備し、運Fllすることが原則とされてきたが、

整備をより効率的に実施する必要があること、

また、昨今、より高度で複雑な災字対応や技急

サービス等が求められているとともに、大規模

災字時等においては、近隣市町村に対し、迅速

かつ集中的な広l_t応援を要請しなければならな

いことから、消防庁では、消防指令業務を合め、

広域共同整備 ・運用を推進することとしたとこ

ろである。

このため、各都道府県に対し、消防救急無線

の広域化 共同化および消防指令業務の共同運

用について、各市町村および消防本部と協議し、

両業務に係る整備計画を平成18年度までに策

定するよう要請した ( r`成 17年 7月 15日付け

消防消第141号消防庁次長通知参照)。今後、

これらの計画に基づく事業について、支援措置

を拡充していくことを検討しているc

また、海溝型巨大地震の発生を初期微動 (P

波)の 検知により覚知し、本格的な揺れ (S波 )

が来る数十秒前に住民年に報せる緊急地震速報

のシステムが実用化されつつある。さらに、外

国から日本に向けて弾道ミサイルが発射された

場合に、即座にキヤツチして嘗報を出すことも

可能になっている。これらのす秒を争う情報は、

/rt国民に瞬時に伝達されてこそ意味があるのだ

が、今のところ相当の手間と時間がかかるのが

現状である.

このため、国がこれらの情報を把握した場合

に、街星通信と防災行政無線細を組み合わせて、

瞬時に国民に伝達する世界最先端の 「全国暁時

警報システム (J ALERT)Jの 配備について、

内閣府とともに推進していく予定である。

このシステムは、東海地震の嘗戒i吉 が発今

された場合や、大41模地震に伴う大津波警報を

出す場合などにも極めて有効であるため、 3年

以内に全国的に整備していくことを日標として

おり、これと並行して、地 上デジタル放送技術

を活用した携帯電話 テレビの自動起動、警報

受信システムについても検HJしているところで

ある。

おわ りに

l・lk神・淡路大震災以降、消防庁は、巨大地震

等の大規模災害に備えて、業務内容や組織体特J

の整備を若実に推進してきた。緊急消防援助隊

が法制化され、消防庁の業務に国民保護関係業

務が加わったことをきっかけにした今回の 「FIl

民保護 ・防災部」の新設は、その総仕上げであ

ると同時に、全国的な防災体制整備の第一歩で

もある。

新しい組織の創設を、我が卜|の防災水準のさ

らなる向上につなげるべ く、緊急時の対応体制

の強化を中心として、一層の努力をしていきた

いと考えている。

r 好々督ラぱ阜→モ郵醤登ラ摯ムふ
全国的配備

び
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